
大口町温水プール特別利用券の交付に関する基準

（昭和５７年７月１２日施行）

 （目的）

第１ この基準は、町内の身体障害者（児）に広く温水プールの利用の機会を与え、健康の保

持、増進と体力の向上並びに親睦を深め、生活を楽しく豊かにすることを目的に、無料の特

別利用券を交付する基準を定めるものとする。

 （用語の定義）

第２ この基準において、「身体障害者（児）」とは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害

者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の１級から４級に該当する障

害を有する者及び知事の発行する療育手帳の交付を受ける者で障害の程度がＡ及びＢと判定

されている者とする。

 （交付要件）

第３ 大口町温水プール特別利用券（以下「利用券」という。様式第１。）は、町内に住所を有

する者に対して交付する。

 （認定）

第４ 利用券の交付要件に該当する者（以下「受給資格者」という。）が、利用券の交付を受け

ようとするときは、大口町温水プール特別利用券交付申請書（様式第２）を大口町教育委員

会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければならない。

２ 前項の場合において、受給資格者が申請をすることができないときは、当該受給資格者の

配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）、親権を行う者及び後見人その他当該受給資格者を現に介護している者（以下「保護者」

という。）が、当該受給資格者に代わって申請することができる。

 （利用券の交付の条件）

第５ 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合には、受給資格の認定をした後、下

記の条件を付して当該申請者に利用券を交付する。

 (1) 利用券使用の際には、保護者が同伴して入場しなければならない。

 (2) 利用券の有効期限は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

 （住所、氏名等の変更の届出）



第６ 利用券の交付を受けている者が、住所、氏名を変更したときは速やかに大口町温水プー

ル特別利用券住所氏名変更届（様式第３）を教育委員会に提出しなければならない。

 （受給資格喪失の届出）

第７ 利用券の交付を受けている者が、第３に定める交付要件に該当しなくなったときは、速

やかに大口町温水プール特別利用券受給資格喪失届（様式第４）を教育委員会に提出しなけ

ればならない。

 （その他）

第８ この基準に疑義あるいは定めのない事項等が生じたときは、教育長の意見を求め、処理

するものとする。



様式第１

大口町温水プール特別利用券

                        （表 面）

大口町温水プール利用券

    年度  特別利用券  ○障

登録番号                

氏  名                

大口町教育委員会  □印

大口町伝右一丁目４７番地電話 ９５－３１５５

                        （裏 面）

注  意  事  項

 １ 本券は必ず入場の際、受付へ提出してください。

 ２ 本券は他人に貸与、又は譲渡できません。

 ３ 本券の紛失の際は、届出してください。

 ４ 本券を利用の際は、保護者が同伴して入場して

ください。

 ５ 本券は    年  月  日まで有効です。



様式第２

大口町温水プール特別利用券交付申請書

年  月  日

 大口町教育委員会 殿

                 住 所 大口町

                 氏 名             ○印

電 話

  下記のとおり、大口町温水プール特別利用券の交付を申請します。

受

給

資

格

者

住  所 大口町

氏  名 性別 男・女

生年月日 電話

申請者との続柄

身

体

障

害

者

手

帳

等

発 行 者
障害の

級別
   級

交 付 年 月 日
障害

区分

視・聴・音・

肢・内

交 付 番 号 第                 号

そ の 他

備     考

私は、大口町温水プール特別利用券の交付を受けたときは、プール利用に関する諸規定に従

い、誠実に特別利用券を使用することを誓約します。

年  月  日

保護者氏名           印



様式第３

大口町温水プール特別利用券住所・氏名変更届

年  月  日

大口町教育委員会 殿

（保護者）住 所

     氏 名           ○印

電 話

下記のとおり              を変更しました。

特別利用券登録番

号

変

更

事

項

受

給

資

格

者

住

所

旧

新

氏

名

旧

新

保

護

者

住

所

旧

新

氏

名

旧

新



様式第４

大口町温水プール特別利用券受給資格喪失届

 年 月 日

大口町教育委員会  殿

     （保護者）住 所

                   氏 名            印

          電 話

 下記のとおり、大口町温水プール特別利用券の受給資格を喪失しましたので、お届けし

ます。

特 別 利 用 券 番 号

受 給 資 格

住 所

氏 名

受 給 資 格 喪 失 年 月 日

資 格 喪 失 の 理 由

＊ 添付書類     大口町温水プール特別利用券


